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令和８年度 学校図書館司書教諭講習 実施要項 

 

京 都 教 育 大 学 

１．目 的 

この講習は、学校図書館法 (昭和 28 年法律第 185 号)第５条第３項の規定に基づき、学校図書館の

専門的職務に携わる司書教諭を養成するため、文部科学大臣の委託を受けて実施する講習で、学校図書

館司書教諭講習規程（昭和 29 年文部省令第 21 号）に従って行うものです。 

 

２．受講資格 

（１）教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147 号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援

学校の教諭の免許状を有する者 

（２）大学に 2 年以上在学する学生で 62 単位以上を修得した者 

 

３．講習科目、単位数、受講者定員、担当講師 

科 目 名 単位数 定員 担 当 予 定 講 師 

学校図書館メディアの構成 2 単位   59 名 中田 彩 

 

４．開講日程 

科 目 名 日    時 

学校図書館メディアの構成 

8 月 10 日(月)、8 月 12 日(水)、 

8 月 17 日(月)～18 日(火) 

予備日 8 月 19 日(水)（12.その他（４）参照） 

9 時 00 分～12 時 15 分 
13 時 00 分～17 時 15 分 
(各日 7.5 時間、計 30 時間) 

 

５．講習会場 

京都教育大学（京都市伏見区深草藤森町１番地） 

［最寄りの交通機関］ＪＲ奈良線 ＪＲ藤森駅（下車西へ 徒歩５分） 

京 阪 電 車 墨 染 駅（下車東へ 徒歩 10 分） 

６．申込方法 

（１）申 込 先 

〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町１番地 

   京都教育大学 教務課 学校図書館司書教諭講習担当 

TEL（075）644－8549（ダイヤルイン）・FAX（075）644－8162 

（２）申込受付期間 

2026 年 6 月 1 日(月) ～ 2026 年 6 月 11 日(木)（必着）  

申込方法は郵送のみとし、特定記録郵便、簡易書留等、配達記録の残る方法で送付してください。

封筒の表に｢司書教諭講習申込書在中｣と朱書してください。申込受付期間を過ぎて到着した書類は、

受付できませんのでご了承願います。 

※ ただし、受付期間後に到着した場合でも、6 月 10 日(水)以前の発信局消印のあるものに限り有

効とします。 
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（３）提出書類 

  次に記載した◎については全員が、○については該当する場合に提出してください。 

受講者の区分 

提出書類 

受講資格 

（１）の者 

受講資格 

（２）の者 

備考 

令和 8 年度 学校図書館司

書教諭講習申込書 

（本学所定の様式） 

 
◎ 

 
◎ 

氏名は、楷書で正確に記入して、必ずふりがな

も記入してください。 

●原則、氏名等の文字の取り扱いは、JIS 水準

（JIS2004）１または２までとなります。 

※平成 21 年４月以降に発行された教員免許状

を所有している場合、教員免許状に記載の氏名

を申込書に記載してください。 

●外字等の特殊な文字については、JIS 水準

（JIS2004）１または２の文字に置き換える場

合があります。 

●常用漢字を使用した修了証書であっても効

力に何ら支障はありません。 

受講資格を証明する書類  
 
 
◎ 

 教員免許状授与証明書（都道府県教育委員会が

発行したもの）。複数の教員免許状を有する場

合は、いずれか一種類でよい。 

現職の教員（小学校、中学校、義務教育学校、

中等教育学校、高等学校及び特別支援学校の教

諭または常勤講師等）は、勤務する学校種の教

員免許状の写しに原本証明を付したもの（※1）

で代えることができる。 

在学・単位修得証明書   
◎ 

大学に 2 年以上在学する学生で 62 単位以上を

修得した旨の証明書（在学する大学が発行した

もの）。  

学校図書館司書教諭科目

に係る単位修得証明書 

（原本） 

 
○ 

 
○ 

所定の単位「５科目１０単位」のうち一部の単

位を修得済みで、今回の講習で「５科目１０単

位」全てが揃う見込みの者。 

戸籍抄本や旧姓（旧氏）併

記の住民票の写しなど改

姓等を証明する書類 

 
○ 

 改姓等により教員免許状授与証明書等に記載

の氏名が、現在と異なる場合。 

更新講習修了確認証明書の写しも可。その場合

は、所属する学校長の原本証明（※1）が必要。 

※1 原本証明の記入見本  

 

 

７．受講者の決定 

申込者が受講者定員を超える場合は、次の順位により受講者を決定します。 

（１）今年度の講習を受講することにより所定の単位「５科目 10 単位」全てを修得する者で、京都府

内に所在する学校に勤務している現職の教員（教諭または常勤講師等） 

（２）今年度の講習を受講することにより所定の単位「５科目 10 単位」全てを修得する者 

（３）京都府内に所在する学校に勤務している現職の教員（教諭または常勤講師等） 

（４）教員免許状を有する者 

（５）その他 

この写しは原本と相違ないことを証明する。 

○年○月○日 

○○市立○○小学校校長 ○○ ○○ 公印 
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８．単位の認定及び単位修得証明書等の授与 

科目ごとに｢出席時数｣及び｢試験｣または｢レポ－ト｣によって合否を判定し、合格者には単位修得証明

書を授与します。 

この講習を修了し、所定の単位「5 科目 10 単位」を修得した者に対しては、文部科学大臣名の修了

証書が交付されます。(2027 年 3 月頃に修了証書表示用の URL がメールで通知される予定です。) 

 

９．受講料及び教材費等 

受講料は徴収しません。ただし、教材その他の雑費等は受講者の自己負担とします。（教材費につい

ては 10．の受講許可等の通知書時にあわせて連絡します。） 

 

10．受講許可等の通知 

受講許可等の通知は 7 月中旬までにご自宅宛てに郵送で行います。不許可の場合も、通知は行います。 

 

11．講習実施要項と申込書の請求方法について 

（１）本学ホームページからダウンロード 

本学ホームページの「教育関係者の方」＞「各種講座・生涯学習」からアクセスできます。 

URL https://www.kyokyo-u.ac.jp/kyoumu/o/shishokyouyu.html 

（２）郵送による請求 

「司書教諭講習要項等請求」と朱書した封筒に、110 円分の切手を貼付、郵便番号、住所、氏名

を明記した長形 3 号の返信用封筒（12 ㎝×23.5 ㎝）を同封のうえ、６．申込方法（１）の申込先

宛に請求してください。 

 

12．そ の 他 

（１）宿泊場所は、斡旋できません。 

（２）自家用車による大学構内への入構は認めませんので、ＪＲ、京阪電車等の公共交通機関を利用し

てください。 

（３）障がいがある方で、受講にあたって特別な配慮が必要である場合は、ご相談ください。 

（４）特別警報（「現象の種類」を問わず）や暴風警報（暴風雪警報を含む）が発令された場合は講習

を中止または中断することがあります。講習を中止または中断した場合には当該状況や講習内容を

総合的に勘案して代替措置の有無、実施方法を判断します。代替措置を講じる場合の代替日（講習

予備日）は 8 月 19 日(水)です。この日を含めて出席できるよう、ご予定ください。 
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【書類申請について】 
受講資格を有する者で、学校図書館司書教諭講習規程第 3 条に規定する司書教諭に必要なすべての科

目（所定の単位「5 科目 10 単位」）の既修得者は、本講習を受講することなく、書類申請（書類の提出

のみ）によって修了証書の交付申請が可能です。 

 

申込方法 

（１）申 込 先 

〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町１番地 

   京都教育大学 教務課 学校図書館司書教諭講習担当 

TEL（075）644－8549（ダイヤルイン）・FAX（075）644－8162 

（２）申込受付期間 

2026 年 6 月 1 日(月) ～ 2026 年 6 月 11 日(木)（必着）  

申込方法は郵送のみとし、特定記録郵便、簡易書留等、配達記録の残る方法で送付してください。

封筒の表に｢司書教諭講習申込書在中｣と朱書してください。申込受付期間を過ぎて到着した書類は、

受付できませんのでご了承願います。 

※ ただし、受付期間後に到着した場合でも、6 月 10 日(水)以前の発信局消印のあるものに限り有

効とします。 

（３）提出書類 

  次に記載した◎については全員が、○については該当する場合に提出してください。 

受講者の区分 

提出書類 

受講資格 

（１）の者 

受講資格 

（２）の者 

備考 

令和 8 年度 学校図書館司
書教諭講習申込書 

◎ ◎ 

本学所定の様式 
氏名は、楷書で正確に記入して、必ずふりがなも
記入してください。 
●原則、氏名等の文字の取り扱いは、JIS 水準
（JIS2004）１または２までとなります。 
※平成 21 年４月以降に発行された教員免許状を
所有している場合、教員免許状に記載の氏名を申
込書に記載してください。 
●外字等の特殊な文字については、JIS 水準
（JIS2004）１または２の文字に置き換える場合
があります。 
●常用漢字を使用した修了証書であっても効力に
何ら支障はありません。 

受講資格を証明する書類 

◎  

教員免許状授与証明書（都道府県教育委員会が発
行したもの）。複数の教員免許状を有する場合は、
いずれか一種類でよい。 
現職の教員（小学校、中学校、義務教育学校、中
等教育学校、高等学校及び特別支援学校の教諭ま
たは常勤講師等）は、勤務する学校種の教員免許
状の写しに原本証明を付したもの（※1）で代え
ることができる。 

在学・単位修得証明書 
 ◎ 

大学に 2 年以上在学する学生で 62 単位以上を修得 
した旨の証明書（在学する大学が発行したもの）  

学校図書館司書教諭科目に 
係る単位修得証明書（原本） 

○ ○ 
所定の単位「５科目１０単位」のうち、大学等で
すべての科目を修得した旨の証明書。 

戸籍抄本や旧姓（旧氏）併
記の住民票の写しなど改姓
等を証明する書類 

○  

改姓等により教員免許状授与証明書等に記載の氏
名が、現在と異なる場合。 
更新講習修了確認証明書の写しも可。その場合は、
所属する学校長の原本証明（※1）が必要。 

※1 原本証明の記入見本  
この写しは原本と相違ないことを証明する。 

○年○月○日 

○○市立○○小学校校長 ○○ ○○ 公印 


